
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築 福祉領域における重層的支援体制整備

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築
推進事業

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に係る
検討会報告書 【市町村主体、重層的連携の構築】

根拠

 改正社会福祉法
・生活困窮、子育て、障害、介護

地域精神保健システムの再構築による保健予防の取組強化
福祉総合相談体制整備との統合化 体制整備 福祉総合相談体制の整備

市町村（保健部局）主体・都道府県等と協働 実施主体 市町村（福祉部局）主体

地域精神医療保健システム構築

特徴及び機能等
 市町村圏域における体制整備
 自治体内及び庁内の横串連携
・総合相談（伴走支援）
・参加支援
・地域づくり

●顕在化しているニーズ
児童・思春期保健、不登校・ひきこもり、
アディクション、家族機能不全、DV、
自殺未遂者・自死遺族支援など

出典：令和３年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金障害者政策総合研究事業「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」
（研究代表者： 藤井千代）分担研究「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関する研究」（研究分担者：野口正行）
研修資料（研究協力：山本賢（全国精神保健福祉相談員会））より一部改変

【課題】事例の多くは、メンタル課題が顕在化し
ているが 「精神保健」は含まれていない

都道府県圏域と自治体間の縦串による重層的支援体制
・都道府県圏域・障害保健福祉圏域
→主に精神科医療体制の整備

・市町村圏域・日常生活圏域
→早期発見・対応による重症化・複雑化予防
・メンタルヘルスリテラシー向上にむけた取組
・多機関多職種による重層的連携の強化など

 生活支援・地域福祉システムの強化

 自治体内及び庁内の横串連携
・総合相談 ・伴走支援（障害者相談支援等）
・参加支援 ・地域づくり

これからの医療・保健・福祉領域における重層的支援体制構築の視点
（案）

令和３年１２月２７日 参考資料
２第３回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会


